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藤沢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

制定 平成２８年 ７月２５日 

改正 平成２８年１１月１５日 

改正 平成２９年１２月１５日 

改正 平成３０年 ４月 １日 

改正 平成３０年 ８月 １日 

                             改正 令和４年  ２月 １日 

改正 令和４年  ４月 １日 

改正 令和８年  ４月 １日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が行う介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

（以下「総合事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の意義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法、介護保険法施行規則（平成１１年厚

生省令第３６号。以下「省令」という。）、介護予防・日常生活支援総合事業の

適切かつ有効な実施を図るための指針（平成２７年厚生労働省告示第１９６号）

及び地域支援事業実施要綱（平成１８年厚生労働省老健局長通知老発第０６０９

００１号「地域支援事業の実施について」別紙）の例による。 

 

（事業の目的） 

第３条 この事業は、単身高齢者世帯や高齢者夫婦のみの世帯、認知症高齢者が増

加することが予想される中、住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けることがで

きるよう、市の実情に応じて、要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支

援等を行うものとする。 

 

（実施する事業等） 

第４条 市が実施する総合事業は、次に掲げる事業とする。 

（１）法第１１５条の４５第１項第１号に規定するサービス・活動事業 
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（２）同項第２号に規定する一般介護予防事業 

２ 総合事業は次の各号のいずれか（一般介護予防事業については、第１号及び

第２号に限る。）により実施する。 

（１）指定事業者による実施 

（２）委託による実施 

（３）補助による実施 

３ 前項第２号の委託は、省令第１４０条の６２の３第２項各号に掲げる基準を

遵守している者に対して行う。 

 

（サービス・活動事業の内容） 

第５条 法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業として、次

の事業を実施する。 

（１）介護予防訪問型サービス 

   旧介護予防訪問介護に相当するものとして、省令第１４０条の６３の６第１

号の基準に従い指定事業者が行うサービス 

（２）訪問型サービス・活動Ａ 

   省令第１４０条の６３の６第２号の基準に従い指定事業者が行うもの及び当

該基準等を踏まえ委託により実施する生活援助サービス（「訪問介護における

サービス行為ごとの区分等について」（平成１２年３月１７日付け老計第１０

号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知）別紙「２ 生活援助」に該当

するサービスをいう。以下同じ。） 

（３）訪問型サービス・活動Ｂ 

   省令第１４０条の６２の３第１項第２号の規定に基づき、市が補助・助成を

行うことにより実施する住民主体のボランティア等が提供する生活援助その他

のサービス 

（４）訪問型サービス・活動Ｃ 

   高齢者の目標のために計画的な支援を短期集中的に行うことにより、介護予

防及び自立支援の効果が増大すると認められる者に対し、３月から６月までの

期間を定めて保健医療の専門職により提供されるサービス 

（５）訪問型サービス・活動Ｄ 

省令第１４０条の６２の３第１項第２号の規定に基づき、市が補助・助成を
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行うことにより実施する住民主体のボランティア等が提供する移動支援サービ

ス 

２ 法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業として、次の

事業を実施する。 

（１）介護予防通所型サービス 

   旧介護予防通所介護に相当するものとして、省令第１４０条の６３の６第１

号の基準に従い指定事業者が行うサービス 

（２）通所型サービス・活動Ａ 

   省令第１４０条の６３の６第２号の基準等を踏まえ委託により実施する通所

サービス 

３ 法第１１５条の４５第１項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業とし 

て、地域包括支援センターの設置者による介護予防ケアマネジメントを実施す

る。 

 

（一般介護予防事業の内容） 

第６条 法第１１５条の４５第１項第２号に規定する事業として次に掲げる事業を

実施する。 

（１）介護予防把握事業  

地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこも

り等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつな

げることを目的として実施する事業 

（２）介護予防普及啓発事業 

 介護予防に資すると判断した内容を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実

施する事業 

（３）地域介護予防活動支援事業 

年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加

することのできる介護予防活動の地域展開を目指して、介護予防に資すると判断

する住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援

することを目的として実施する事業 

（４）一般介護予防事業評価事業 

介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護
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予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その評価結果に

基づき事業全体の改善を目的として実施する事業 

（５）地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取組を機能強化する効果があると判断した内容を地域

の実情に応じて効果的かつ効率的に実施する事業。なお、実施に際しては、リハ

ビリテーションに関する専門的知見を有する者が、高齢者の有する能力を評価し

改善の可能性を助言する等、地域包括支援センターと連携しながら、介護予防の

取組を総合的に支援する。 

 

（サービス・活動事業の対象者） 

第７条 第５条第１項第１号に掲げる事業を利用することができる対象者は、次の

各号のいずれかに該当する者とする。 

（１） 居宅要支援被保険者  

法第５３条に規定する居宅要支援被保険者 

（２） 事業対象者  

基本チェックリストに該当する第１号被保険者 

２ 第５条第１項第２号に掲げる事業を利用することができる対象者は、第１号

被保険者とする。 

 

（利用の手続き） 

第８条 第５条第１項又は第２項に掲げる事業を利用しようとする者は、介護予防

サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書により市長に

届け出なければならない。 

 

（指定事業者の指定） 

第９条 法第１１５条の４５の５第１項に規定する指定事業者の指定（以下「指定

事業者の指定」という。）は、次の各号に掲げるサービスの種類に応じ、当該各

号に定めるところにより行うものとする。 

（１）介護予防訪問型サービス 法人から介護予防訪問型サービスの指定の申請

が行われた場合において、当該申請の内容が第１０条に掲げる市長が別に定め

る基準（以下「第１号事業人員等基準」という。）に合致しているとき。 
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（２）訪問型サービス・活動Ａ 介護予防訪問型サービスの指定を受けた法人又 

は介護予防訪問型サービスの指定の申請を行う法人から、当該指定又は指定の

申請に係る事業所（市内に所在する事業所に限る。）について訪問型サービス

・活動Ａの指定の申請が行われた場合において、当該申請の内容が第１号事業

人員等基準に合致しているとき。 

（３）介護予防通所型サービス 法人から介護予防通所型サービスの指定の申請 

が行われた場合において、当該申請の内容が第１号事業人員等基準に合致して

いるとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、介護保険事業計画による整備予定数、サ 

ービスの需給バランス等を勘案し、必要と認めるときは、公募又は協議により

事業者を選定し、当該事業者からの申請に基づいて指定事業者の指定を行うこ

とができる。 

３ 法第１１５条の４５の６第１項に規定する指定事業者の指定の更新は、指定 

事業者からの申請により行うものとする。 

 

（指定事業者の指定基準） 

第１０条 省令第１４０条の６３の６に規定する市が定める基準は、第５条第１項

第１号及び同条第２項第１号に掲げるサービスについては省令第１４０条の６３

の６第１号イに、第５条第１項第２号に掲げるサービスについては省令第１４０

条の６３の６第２号に該当するものとし、市長が別に定めるものとする。 

 

（指定事業者の指定有効期間） 

第１１条 省令第１４０条の６３の７に規定する指定事業者の指定の有効期間は、

６年とする。 

 

（第１号事業支給費等） 

第１２条 市長は、第５条第１項第１号、第２号及び同条第２項第１号に掲げるサ

ービスに要した費用について、第１号事業支給費（法第１１５条の４５の３第１

項に規定する第１号事業支給費をいう。以下同じ。）を支給する。ただし、委託

により実施する場合を除く。 

２ 省令第１４０条の６３の２第１項第１号イ及び同項第３号の規定により定め
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るサービスに要する費用の額並びに第１号事業支給費の額は、市長が別に定め

る。 

３ 第１号事業支給費の支給を受けようとする者は、藤沢市介護予防・日常生活 

支援総合事業第１号事業支給費支給申請書を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項に規定する第１号事業支給費支給申請書が提出されたときは、 

内容を審査してその適否を決定し、その結果を藤沢市介護予防・日常生活支援

総合事業第１号事業支給費支給（不支給）決定通知書により当該申請者に通知

するものとする。 

５ 前２項の規定にかかわらず、次条第１項の規定により市長が第１号事業支給 

費に係る審査及び支払に関する事務を神奈川県国民健康保険団体連合会に委託

して行う場合における第１号事業支給費の支給については、サービスを提供し

た指定事業者が神奈川県国民健康保険団体連合会に対して直接請求することに

より行うものとする。 

 

（第１号事業支給費に係る審査及び支払） 

第１３条 市長は、第１号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第１

１５条の４５の３第６項の規定により神奈川県国民健康保険団体連合会に委託し

て行うものとする。 

２ 市長は、前項に規定する神奈川県国民健康保険団体連合会への委託の範囲を

超えた審査及び支払に関する事務については直接行う。 

 

（低所得者対策等） 

第１４条 市長は、次の各号に掲げる事業又は施策について、当該各号に定めると

おり行うものとする。 

（１）高額介護予防サービス費相当事業 法第６１条第１項の規定による高額介 

護予防サービス費の支給の例により行う。 

（２）高額医療合算介護予防サービス費相当事業 法第６１条の２第１項の規定

による高額医療合算介護予防サービス費の例により行う。 

（３）社会福祉法人等による利用者負担額軽減相当事業 藤沢市社会福祉法人等 

による利用者負担額軽減制度実施要綱に基づき行う。 

（４）藤沢市介護保険居宅サービス等自己負担額助成相当事業 藤沢市介護保険 
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居宅サービス等自己負担額助成要綱に基づき行う。 

（５）第１号事業支給費の額の特例 法第６０条の各項に規定される介護予防サ 

ービス費等の額の特例の例により行う。 

 

（指導及び監査） 

第１５条 市長は、指定事業者に対し、必要に応じて、指導及び監査を行うことが

できる。 

 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか総合事業の実施について必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行日） 

１ この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 第９条第１項及び第２項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他 

の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。 

 （経過措置） 

３ 第１１条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定に係る有効期間は、当

該各号に定める期日までとする。 

 （１）平成３０年３月３１日以前の日を始期とする指定の有効期間は、次の期日

までとする。 

ア 介護予防訪問型サービス若しくは訪問型サービスＡに係る指定事業者が、

同一の事業所において指定訪問介護を行っており、当該指定訪問介護事業所

に係る指定有効期間の末日が平成３０年３月３１日より後に到来する場合は、

当該指定有効期間の末日 

イ 介護予防通所型サービス事業者が同一の事業所において指定通所介護又は 

指定地域密着型通所介護を行っており、当該指定通所介護事業所又は指定地

域密着型通所介護事業所に係る指定有効期間の末日が平成３０年３月３１日

より後に到来する場合は、当該指定有効期間の末日 
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ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合は、平成３０年３月３１日 

（２）平成３０年４月１日以降を始期とする新規の指定を受けようとする事業 

者の指定に係る有効期間又はみなし指定事業者若しくは前号ウの規定により平

成３０年３月３１日までの期間が指定有効期間となった指定事業者で、同一の

事業所において指定訪問介護、指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介護

の事業を行っているものの平成３０年４月１日を始期とする更新の指定に係る

有効期間は、次の期日までとする。 

ア 介護予防訪問型サービス若しくは訪問型サービスＡに係る指定事業者が、 

同一の事業所において指定訪問介護を行っている場合は、当該指定訪問介護

事業所に係る指定有効期間の末日。ただし、当該日が新たな指定有効期間の

始期から起算して１年未満に到来する場合は、当該日から起算して６年後の

日。 

イ 介護予防通所型サービス事業者が同一の事業所において指定通所介護又は 

指定地域密着型通所介護を行っている場合は、当該指定通所介護事業所又は

指定地域密着型通所介護事業所に係る指定有効期間の末日。ただし、当該日

が新たな指定有効期間の始期から起算して１年未満に到来する場合は、当該

日から起算して６年後の日。 

 

附 則（平成２８年１１月１５日改正） 

 この要綱は、公表の日から施行する。 

附 則（平成２９年１２月１５日改正） 

 この要綱は、公表の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日改正） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年７月３１日改正） 

この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

附 則（令和４年２月１日改正） 

この要綱は、公表の日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日改正） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月３１日改正） 
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この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


